
かがわ DXフェア 2026サブタイトル公募要領 

 

１ 趣旨 

かがわ情報化推進協議会は、かがわ情報化推進協議会会員企業を中心にデジタル技術

の展示や講演会の実施、また県内大学の研究成果の発表等により、参加企業の新たなビ

ジネスチャンスや企業間、学生との交流機会を創出し、より一層のデジタル化推進に取

り組むため「かがわ DXフェア 2026」を開催します。 

この度、「かがわ DX フェア 2026」について、広く知ってもらい、その認知度を高める

とともに、当イベントに親しみを持ってもらうことを目的として、学生を対象にイベン

ト名のサブタイトルを募集します。 

なお、採用されたサブタイトルは、広報活動や情報発信において広く使用します。 

 

２ サブタイトルの条件 

（１）「DX」に興味を持ってもらえるようなサブタイトルであること 

（２）香川県らしさや地域性が感じられること 

（３）親しみがあり、印象に残るものであること 

（４）類似イベントの愛称との混同を招かないものであること 

（５）30文字以内（目安）であること  

 

３ 審査基準 

主旨・テーマとの合致度（DX推進や香川県らしさが伝わるか） 

独創性・新規性（新しい発想やアイデアがあるか） 

分かりやすさ・親しみやすさ（誰でも理解しやすいか、印象に残るか） 

表現力（言葉の選び方や響きが良いか） 

 

４ 応募資格 

  香川県内に所在する高等学校、高等専門学校、大学（短期大学含む）、専門学校に在籍

する生徒を対象としております。 

 

５ 応募方法 

以下の URLまたは QR コードから香川県電子申請・届出システムにアクセスし、以下の 

入力事項を入力の上、応募してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

《応募フォーム_香川県電子申請・届出システム》 

 https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13751 

 

 

 

 

 

入 力 項 目 

サブタイトルについて 応募される方について 

・サブタイトル ・氏名 ・住所 

・サブタイトルの読み方 ・年齢 ・電話番号 

・サブタイトルの簡単な説明 

・込められた思い 

・性別 ・学校名、学部 

https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13751


６ 募集期間 

  令和８年７月２日（木）から令和８年８月 31日（月）23時 59分まで 

 

７ 賞 

  最優秀賞１点 賞状及び副賞（Amazonギフト券１万円分） 

  ※受賞作品の応募者が複数の場合は、抽選により受賞者１名を決定します。 

 

８ 審査・発表 

(１)  かがわ情報化推進協議会の委員で構成する審査会を設置し、厳正な審査のうえ、

受賞作品を決定します。審査会は非公開とし、審査の経過等審査に関する問合せに

は応じません。 

(２) 審査結果は、９月中旬までに受賞者に直接連絡します。 

(３) かがわ DXフェア 2026開催当日（10月 20日（火））に、フェア会場（サンメッセ

香川）において表彰式をおこないますので、可能な限り出席をお願いします。 

(４) 発表に当たっては、受賞作品、受賞者の学校名、氏名を公表します。 

(５) 表彰式のほか、かがわ DXフェア特設サイト、香川県ホームページ等を通じて発表

します。 

 

９ 受賞作品の使用 

(１) 受賞作品は、広報活動や情報発信において広く使用します。 

(２) 受賞作品の一部を修正・補作して使用する場合があります。 

 

10 応募に関する注意事項 

(１) 応募は一人１作品とします。同一人物が複数回応募した場合は、その方が最後に

応募した作品を応募作品として取り扱います。 

(２) 応募作品は、自作・未発表のもので、同一作品又は類似作品が他のコンテスト等

への応募又は発表予定のないものに限ります。受賞作品が、すでに発表されている

ものと同じ又は酷似していることが判明した場合は、受賞を取り消すことがありま

す。 

(３) 応募作品は、第三者の著作権や商標権等の権利を侵害しないものに限ります。応

募作品に対し、第三者から権利侵害、損害賠償等の主張がなされた場合、応募者が

費用負担を含め自己の責任において対処するものとし、かがわ情報化推進協議会は

一切の責任を負いません。 

(４) 応募作品は返却しません。また、応募に係る費用は、応募者の負担とします。 

(５) 受賞作品の著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 27 条及び第 28条の権

利を含む。）その他の一切の権利は、かがわ情報化推進協議会に無償で譲渡されたも

のとし、受賞者は著作者人格権を主張することはできません。 

(６) 受賞者は、受賞の権利を他人に譲渡することはできません。 

(７) 応募者の個人情報は適切に管理し、この募集の目的以外の用途には使用しません。

ただし、法令等により開示を求められた場合は、この限りではありません。 

 

11 応募先及び問合せ先 

  〒760-8570 香川県高松市番町四丁目１番 10号 

かがわ情報化推進協議会事務局（香川県デジタル戦略総室デジタル戦略課内） 

担当者：旅田、山田 

ＴＥＬ：087-832-3138  ＦＡＸ：087-834-1542 


